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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２５年１２月２１日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊
い

良
ら

湖
ご

岬西方沖 

 伊良湖岬灯台から真方位２７９°６.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３５.７′ 東経１３６°５３.７′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

液化ガス運搬船 第三徳
とく

誉
よ

丸、７４９トン 

 １４１３５２、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、増

永海運株式会社（船舶所有者）、熊澤海運株式会社（運航者） 

 ６７.００ｍ×１１.５０ｍ×４.８５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成２２年９月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３４歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２２年８月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１月１７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年８月１０日 

司厨長 男性 ６５歳 

 死傷者等 死亡 １人（司厨長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長及び司厨長ほか５人が乗り組み、兵庫県姫路市姫路港

で揚げ荷役を終えた後、積荷役のため、三重県四日市市四日市港に向

かった。 

本船は、運航者からの連絡により、貨物タンクに残った液化プロピ

レンガス（以下「本件ガス」という。）を大気放出して貨物タンク内

の圧力を下げる作業（以下「減圧作業」という。）を行うように指示

を受け、外洋が時化
し け

ていたため、伊勢湾に入ってから実施することと

した。   

船長は、伊良湖水道航路を航行中、船橋で乗組員に対し、減圧作業

を行う際の注意事項等について、作業分担及び作業手順が記載された

減圧作業配置表に基づいて説明を行った。 
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 本船は、平成２５年１２月２１日０９時３７分ごろ伊良湖水道航路

を通過し、０９時４１分ごろ伊勢湾第３号灯浮標を左に見て左転した

後、船長が、船橋当直に就き、針路を真方位２７０°に定めて自動操

舵とし、対地速力約１１ノット（kn）で航行しながら、減圧作業の準

備を行った。 

司厨長は、居住区に３か所ある水密扉を閉鎖した後、船橋楼の前に

立ち、貨物タンクの上部に設けられた通路（以下「フライングパッセ

ージ」という。）の中央部付近にいた一等航海士に対し、両手で頭上

に輪を作り、自分が担当する準備作業が完了した旨の合図を送った。

一等航海士は、司厨長からの合図を受け、船長へ減圧作業の準備が

完了した旨の報告を行い、船長から減圧作業開始の指示を受け、左舷

マニホルドの周辺に人がいないことを確認した後、配置に就いていた

乗組員に‘マニホルドの荷役配管の先端部に取り付けられた弁’（以

下「先端弁」という。）及び‘荷役配管の中央部に取り付けられた弁’
（以下「中間弁」という。）の開放を指示し、開放を確認した後、‘貨

物タンクの荷役用元弁’（以下「本件元弁」という。）前の配置に就い

ていた乗組員に本件元弁の開放を指示した。 

船長及び一等航海士は、大音響と共に左舷マニホルドから本件ガス

が放出される状況を確認した。 

船橋楼前にいた乗組員の１人及び本件タンク上部にいた乗組員の１

人（以下「乗組員Ａ」という。）は、０９時５０分ごろ、伊良湖岬西

方沖において、司厨長が、本件ガスにより、左舷マニホルド近くの舷

側から２～３ｍ離れた海上へ飛ばされるところを目撃し、一等航海士

を介して船長へ連絡した。 

船長は、海面に浮いていた司厨長に向け、浮力を確保するととも

に、救出時の目印となるよう、船橋の左舷ウイングにあった救命浮環

を投げ入れ、また、乗組員に対し、司厨長を見失わないように指示を

出し、本船を風上から司厨長へ接近させた。 

司厨長は、落水時、うつ伏せで身動きをせず、気絶したような状態

で浮いており、投下された救命浮環を掴
つか

まなかった。 

本船は、１０時００分ごろ司厨長から約４０ｍまで近づき、乗組員

Ａが、船橋楼前部でボートフックを用意し、救助する準備をしていた

ところ、沈み始めていた司厨長を見失った。 

本船は、１０時０５分ごろ海上保安庁へ救援を要請し、１０時０７

分ごろ船舶所有者へ事故の発生を知らせた。 

巡視艇３隻、警察警備艇１隻、海上保安庁航空機１機、警察及び消

防の回転翼機各１機等が１２月２３日の日没時まで捜索を続けた。 

 本船は、２１日１９時００分ごろ、海上保安庁からの指示に従って

捜索を終了し、再度、減圧作業を行って愛知県名古屋港の指定錨地に

向かった。 
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司厨長は、発見されず、後日、除籍された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約１５m/s、視程 約８

Ｍ、気温 約１０℃ 

海象：波高 約１.５ｍ、潮流 南東流約０.２～０.５kn 

 その他の事項  本船は、圧力式液化ガス運搬船であり、船首から船尾に向かって前

部甲板、圧縮機室、円筒形の貨物タンク２基（以下「本件タンク」と

いう。）、船橋楼及び後部甲板が順に配置され、本件タンク中央部の甲

板上左右両舷にマニホルドがあった。 

本船は、本件タンクの頂部に本件元弁のほか、ハッチ、マンホール

などの開口部があり、液面計、温度計、圧力計等が設置され、本件元

弁に接続された荷役配管が、中間弁を介して左右両舷のマニホルドに

導かれ、マニホルドの直前に先端弁が取り付けられていた。 

減圧作業は、本件タンクに残存する液化ガスと積載予定の液化ガス

との性状が異なり、混合による品質低下が懸念される場合、本件タン

クの残圧が高く、積荷役の障害となる可能性がある場合等に荷主から

の指示で行われていた。 

本船及び内航の液化ガス運搬船では、貨物タンク内の液化ガスを放

出する場合、貨物タンク底部に設置されたドレン抜き管及び貨物タン

ク上部に設置されたベント管を使用して行う方法もあるが、配管が細

く、放出に長時間を要することから、短時間で圧力を下げるため、実

行可能な海域において、一定の針路を保って航行中、貨物タンクの荷

役配管を使用し、風下舷にあるマニホルドから放出する方法が一般的

に採られていた。また、減圧作業中においては、液化ガスが、マニホ

ルドから大気に放出される際、ジェット噴射のような大音響を発する

とともに、断熱膨張による温度低下を生じ、大気中の水蒸気を昇華さ

せて白く見えることから、誰が見ても液化ガスの放出が分かる状況で

あった。 

船長は、全国内航タンカー海運組合が作成した内航タンカー安全指

針の減圧作業に関する項目に記載された内容等から、減圧作業が非常

に危険な作業であることを認識し、作業開始前には、作業配置表等を

作成して注意事項の説明を行い、安全確認の徹底を図っていた。 

本船は、減圧作業開始前の本件タンクの圧力が約０.７～０.８MPa

であり、本事故後、約０.５～０.０１MPa になるまで減圧作業を行っ

た。  

 司厨長は、液化ガス運搬船に６年７か月程乗船しており、本船に

は、平成２５年１２月１０日に乗り、本船での減圧作業は初めてであ

ったが、健康状態に問題はなかった。 

 本船は、左舷マニホルド付近のブルワークの高さが約７４cm あ

り、同マニホルドの甲板上からの高さが約９５cm あった。 

 司厨長は、落水時、救命胴衣を着用しておらず、ふだん着用してい
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た自動膨張式救命胴衣が調理室の水密扉の内側に掛かっていた。 

 減圧作業配置表によれば、司厨長は、減圧作業中、フライングパッ

セージ上で温度、圧力及び液面の監視補助を行うことになっていた。

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

 司厨長は、落水後に行方不明となり、その後、除籍された。 

 本船は、伊良湖岬西方沖を西進中、司厨長が、居住区に３か所ある

水密扉を閉鎖して船橋楼の前に立ち、一等航海士に水密扉の閉鎖を完

了した旨の合図を送った後、本件タンクの減圧作業が行われていたと

ころ、大音響と共に本件ガスが放出されている左舷マニホルドの前に

移動したことから、本件ガスにより、舷側から約２～３ｍ離れた海上

へ飛ばされて落水したものと考えられる。 

 司厨長は、本件ガスが放出されている左舷マニホルドの前に移動し

たものと考えられるが、本事故によって死亡したことから、左舷マニ

ホルドの前に移動した状況を明らかにすることはできなかった。 

 司厨長は、自動膨張式救命胴衣を着用していれば、沈むことなく、

救助された可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、伊良湖岬西方沖を西進中、司厨長が、一等航海

士に水密扉の閉鎖を完了した旨の合図を送った後、本件タンクの減圧

作業が行われていたところ、本件ガスが放出されている左舷マニホル

ドの前に移動したため、本件ガスにより、飛ばされて落水したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  船舶所有者は、本事故後、次の再発防止策を講じた。 

・船長は、減圧作業の打合せを行う際、乗組員が自動膨張式救命胴

衣を着用していること、及び作業内容を理解していることを確認

する。 

・減圧作業を行う際の危険箇所を特定して立入禁止区域を設け、準

備作業を行う際にロープを張ったり、立札を立てたりして立ち入

らないように明示する。 

・減圧作業で異常事態が発生した際、直ちに対応できるよう、マニ

ホルド付近及び関係諸弁の近くに人員を配置する。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・減圧作業は、乗組員が所定の安全な場所へ退避したことを確認し

てから開始すること。 

 


